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まちづくりの目標は、まちに活力があふれ、住む人誰もが幸せな人生を過ごせる地域
社会を実現することです。そのために、この地に生活する私たちは、これからの10年後
を見据えてどのようなまちづくりをすべきでしょうか。
地域経済と地方財政が低迷を続け規模の縮小傾向を示す中で日常生活もめまぐるしく

変化し、時代の先行き不透明感が増している今日の社会情勢を見極め将来を見通すこと
は、一層困難な状況を迎えています。
そこで、第六次伊達市総合計画の将来像を定めるために、私たちのまち伊達市の誕生

に振り返って考えてみることにしました。まちづくりのれい明期を支えた原動力、即ち
このまちの地勢と先人が培ったまちづくりの知恵には、伊達市の進むべき道しるべのヒ
ントがあります。
噴火湾に面した伊達地域は、「北の湘南」と称される温暖な気候と肥

ひ

沃
よ く

な大地を形成
し、また豊かな森林に包まれた大滝地区は、みどりと温泉に恵まれて「癒

いや

しの里」と称
されています。
明治３年にこの地に移住した先人は、苦難に満ちた開拓に夢を持って立ち向かい、子

弟の教育に情熱を注ぎ、常に未来に向かって果敢な挑戦を繰り返してきました。
このことを改めて見つめ直し、伊達市の将来像を次のように定めます。

将来像

自然を育み　未来に向かって挑戦する 人にやさしいまち

将来像に託す決意

１．「自然を育み」

伊達の恵まれた自然環境はかけがえのない貴重な財産であり、伊達市発展の礎
いしずえ

です。
この恵まれた自然環境を守り育みながら戦略的に活かしたまちづくりをめざします。

２．「未来に向かって挑戦する」

伊達開拓の先人たちは、酷
こっ

寒
か ん

原
げ ん

始
し

の風土とたたかいながら、今日の発展の基礎を築き
ました。この進取開拓と一致協力の精神を受け継いで、市民の英知とエネルギーを結集
し、市民主体のまちづくりを進めます。

３．「人にやさしいまち」

まちの将来を築くのは市民一人ひとりであり、互いの支えあいがまちづくりの原点で
す。やさしい心がかよいあう愛のあるまちをめざします。

Ⅱ：基本構想………めざすべき将来の姿

将来像Ⅱ-1
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政策の大綱Ⅱ-2

１．重点政策と分野別政策

将来像の実現に向けて、政策の大綱を「重点政策」と「分野別政策」によって示します。

１．重点政策

「重点政策」は、将来像の実現に向けて、限られた財政資源や人的資源を効率的・効
果的に活用して重点的・優先的に推進する戦略的・横断的政策として掲げるものです。

２．分野別政策

「分野別政策」は、全ての行政課題を分野別に分類して、まちづくりに取り組むため
の政策全般を体系化したものです。

重点政策と分野別政策は全く異なる内容のものではなく、重点政策は重点的・優先的
に推進すべき分野別政策を横断的に組み込んだものです。

２． 重点政策の4つのキーワード

重点政策は分野別政策の中から重点的・優先的に推進するものを絞り込んだものであ
り、市民アンケート調査に基づく市民意識の分析結果をもとに伊達市としての政策判断
を加えたものを、絞り込みの根拠としています。
アンケート調査の分析結果によりますと、市民が最も重視している政策領域は「健

康・医療」「農林水産業」などです。「健康・医療」の領域については「健康維持の仕組
み」などに強い関心が示され、また「農林水産業」の領域については、「地場農産物の
安心・安全」｢地場の水産物を身近で買えるか｣などが特に重要視されています。
これら「健康・医療」と「農林水産業」の領域に加え、地域資源を活かしながら子ど

もの可能性を伸ばす「教育」の充実と、伊達市発展を支える最も重要な基盤である「環
境」の保全を重点政策における４つの課題領域とし、それぞれについて次のキーワード
を掲げることとします。

「食」……………食のブランド化を進め、総合的な産業・文化を創造する

「教育」…………地域特性を活かした教育を進める

「生きがい」……健康で社会に参加する喜びと生きがいを支える

「環境」…………環境保全の活動により新たな雇用を創出する

1

2

3

4



8

Ⅱ
基
本
構
想

３．分野別政策

分野別政策においても、重点政策における４つのキーワードに準じ、より体系的・網
羅的に次の５つの領域を掲げます。

１．「産業」

伊達市の基幹産業である第一次産業の一層の振興を図り、第二次、第三次産業などと
の産業連携を進めます。
特に「食」をテーマとする政策を推し進めることにより、産業全体の活性化を図ります。

２．「福祉・市民生活」

健康で安心できる暮らしを送るため、保健、福祉など、地域福祉と地域医療の充実に
努めます。
また、防犯や交通安全、消防・救急体制の充実を図り、安全で安心して暮らすことの

できる環境づくりに努めます。

３．「教育・生涯学習」

家庭と学校そして地域が連携して、伊達市の特色ある教育資源を活用した取組を進め
ることにより、人間性豊かな人材を育成するよう努めます。
また、市民が生涯を通じて充実した生活を送ることができるよう、歴史や文化など伊

達らしい特色を活かしたまちづくりを進めます。

４．「都市基盤・生活環境」

伊達市の自然資源などを有効に活用するため、総合的、計画的に土地利用を進めます。
また、伊達市の都市基盤と生活環境の整備水準を一層向上するとともに、農業や定住環
境を支えてきた温暖な気候条件をもたらす自然環境や地球環境を保全し、都市の魅力を
高めます。

５．「自治」

市民参加条例の理念を活かし、市民と行政がそれぞれの役割と機能を分担しながら、
地域のさまざまな課題に取り組むことができる協働のまちづくりを進めます。
また、積極的かつわかりやすい情報提供に努め、行政事務の透明性・信頼性を高めます。




